
平
成
二
十
九
年
三
月
三
日
提
出

質

問

第

一

〇

四

号

内
閣
総
理
大
臣
が
憲
法
改
正
を
要
請
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二
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内
閣
総
理
大
臣
が
憲
法
改
正
を
要
請
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
内
閣
総
理
大
臣
が
国
会
に
対
し
て
憲
法
改
正
の
議
論
を
促
す
こ
と
の
で
き
る
根
拠
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
質
問
第
一

六
号
、
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
三
日
提
出
）
に
お
い
て
、
安
倍
総
理
の
「
憲
法
施
行
七
十
年
の
節
目
に
当
た
り
、
私
た
ち
の

子
や
孫
、
未
来
を
生
き
る
世
代
の
た
め
、
次
な
る
七
十
年
に
向
か
っ
て
、
日
本
を
ど
の
よ
う
な
国
に
し
て
い
く
の
か
。
そ
の
案

を
国
民
に
提
示
す
る
た
め
、
憲
法
審
査
会
で
具
体
的
な
議
論
を
深
め
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
（
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
施
政
方
針
演
説
）
（
以
下
、
「
本
発
言
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
「
内
閣
総
理
大
臣
は
、
行

政
府
の
長
で
あ
り
、
何
ら
か
の
国
会
の
議
論
の
あ
り
方
を
促
す
の
は
、
三
権
分
立
の
観
点
か
ら
適
切
で
は
な
い
」
と
し
て
、
政

府
の
見
解
を
問
う
た
。

こ
れ
に
対
し
て
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
九
三
第
一
六
号
）
に
お
い
て
、
「
内
閣
総
理
大
臣
は
、
憲
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に

基
づ
き
議
院
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
七
十
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
内
閣
総
理
大
臣
が
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
に
お
い
て
発
言
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
議
長
又
は
委
員
長
に
通
告
し
た
上

で
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
に
お
い
て
、
憲
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
会
議
員
の
中
か

ら
指
名
さ
れ
た
内
閣
総
理
大
臣
が
、
憲
法
に
関
す
る
事
柄
を
含
め
、
政
治
上
の
見
解
、
行
政
上
の
事
項
等
に
つ
い
て
説
明
を
行

一



い
、
国
会
に
対
し
て
議
論
を
呼
び
掛
け
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
三
権
分
立
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は

な
い
と
考
え
て
い
る
」
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

こ
の
答
弁
に
関
し
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

答
弁
書
に
示
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
お
よ
び
法
令
の
条
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

日
本
国
憲
法
第
六
十
三
条
、
「
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
は
、
両
議
院
の
一
に
議
席
を
有
す
る
と
有
し
な
い
と

に
か
か
は
ら
ず
、
何
時
で
も
議
案
に
つ
い
て
発
言
す
る
た
め
議
院
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
又
、
答
弁
又
は
説
明
の
た

め
出
席
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

国
会
法
第
七
十
条
、
「
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
並
び
に
内
閣
官
房
副
長
官
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
並
び

に
政
府
特
別
補
佐
人
が
、
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
に
お
い
て
発
言
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
議
長
又
は
委
員
長
に
通
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

日
本
国
憲
法
第
六
十
七
条
、
「
内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
会
議
員
の
中
か
ら
国
会
の
議
決
で
、
こ
れ
を
指
名
す
る
。
こ
の
指

名
は
、
他
の
す
べ
て
の
案
件
に
先
だ
つ
て
、
こ
れ
を
行
ふ
（
以
下
、
省
略
）
」
。

政
府
が
、
さ
し
示
す
こ
れ
ら
の
三
つ
の
条
文
は
、
直
接
の
三
権
分
立
に
関
す
る
規
定
で
は
な
く
、
単
に
総
理
大
臣
の
議
院

二



へ
の
出
席
義
務
、
発
言
の
ル
ー
ル
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
議
決
の
件
を
定
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
を
根
拠
と
し

て
、
行
政
府
の
長
で
あ
る
総
理
大
臣
が
国
会
に
対
し
て
憲
法
改
正
を
呼
び
か
け
る
こ
と
が
、
三
権
分
立
に
反
し
な
い
と
す
る

理
由
は
判
然
と
し
な
い
。
本
発
言
が
、
な
ぜ
三
権
分
立
の
趣
旨
に
反
し
な
い
と
の
見
解
に
至
る
の
か
。
そ
の
理
由
を
改
め
て

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

本
発
言
が
三
権
分
立
の
趣
旨
に
反
し
な
い
と
す
る
の
が
政
府
の
見
解
で
あ
る
が
、
本
発
言
に
お
い
て
、
「
日
本
を
ど
の
よ

う
な
国
に
し
て
い
く
の
か
。
そ
の
案
を
国
民
に
提
示
す
る
た
め
、
憲
法
審
査
会
で
具
体
的
な
議
論
を
深
め
よ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
」
と
発
言
す
る
こ
と
も
、
三
権
分
立
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

三

一
般
論
と
し
て
、
行
政
府
の
長
が
立
法
府
に
対
し
て
、
憲
法
改
正
の
議
論
を
促
す
こ
と
は
、
三
権
分
立
の
趣
旨
に
一
切
反

す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

い
わ
ゆ
る
「
三
権
分
立
」
に
つ
い
て
日
本
国
憲
法
に
は
明
示
的
な
規
定
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。
答
弁
書
で
日
本
国
憲

法
お
よ
び
国
会
法
の
三
つ
の
条
文
を
引
用
し
つ
つ
、
「
三
権
分
立
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
」
と
示

し
て
い
る
が
、
政
府
は
日
本
国
憲
法
の
ど
の
条
文
か
ら
「
三
権
分
立
の
趣
旨
」
を
導
き
出
し
、
そ
れ
が
、
本
発
言
が
「
三
権

三



分
立
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
根
拠
と
な
る
と
考
え
る
の
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


